
北区発注の業務委託案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）　　　　　　　　　　　          

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1
「子どもの居場所づくり支援事業」（Ａパ
ターン）にかかる業務委託

その他 家っしー運営協議会 2,249,940 2021/04/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G5 無

2
「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｂパ
ターン）にかかる業務委託

その他 なごみのうつわ運営協議会 3,182,740 2021/04/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

3
「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事
業」にかかる業務委託

その他
社会福祉法人　大阪市北区
社会福祉協議会 46,243,560 2021/04/01

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

性質または目的が競争に適さない 無

4 令和３年度北区広報紙企画編集業務委託 デザイン 株式会社１４０Ｂ 6,595,776 2021/04/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

5
令和３年度　北区夢を見つける体験事業
（芸術鑑賞《さまざまな芸術の鑑賞》）業務
委託

イベント企画 有限会社　人形劇団京芸 2,954,600 2021/04/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

6
令和３年度　北区夢を見つける体験事業
（芸術鑑賞《能・狂言》）業務委託

イベント企画 公益社団法人　能楽協会 2,408,000 2021/04/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

7
令和３年度　北区夢を見つける体験事業
（芸術鑑賞《フルオーケストラコンサート》）
業務委託

イベント企画
株式会社　ザ・シンフォニー
ホール 3,300,000 2021/04/01

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

性質または目的が競争に適さない 無

8

新型コロナウイルスワクチン集団接種
会場整理券交付等業務従事者派遣（令
和３年７月１日～令和３年８月１日）
（概算契約）

人材派遣
トッパン・フォームズ株式会
社 1,580,470 2021/06/30

地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号

緊急の必要によるもの 無

9
北区デジタルマップ駐輪場情報等機能
追加業務委託

システム運用・保
守

株式会社１４０Ｂ 2,728,979 2021/07/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

10
北区魅力動画コンテスト2021開催業務
委託

その他
株式会社ジェイコムウ
エスト

3,102,000 2021/10/01
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

様式14



11
令和３年度マンションコミュニティ普
及啓発業務委託

その他
株式会社ジェイコムウ
エスト

2,999,975 2021/11/19
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

12
画像データ収集用Webサイト及びスト
レージ構築等業務委託

システム運用・保
守 株式会社リプロス 2,695,000 2022/2/1

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

G５ 無

13
北区デジタルマップ駐輪場満車空車情
報追加業務委託

システム運用・保
守

株式会社１４０Ｂ 1,099,670 2022/3/10
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

性質または目的が競争に適さない 無



 

 

No.１ 

 

随意契約理由書 

 

 

１． 案件名称 

  子どもの居場所づくり支援事業（A パターン）業務委託 

 

２． 契約の相手方 

家っしー運営協議会 

 

３． 随意契約理由 

   本事業は、貧困の世代連鎖の解決及び不登校や引きこもりの子どもや

その親の課題認識のもと、「居場所」「学習支援」「食の提供」を業務内容

としており、生活支援・環境の整備をすることにより、地域福祉の推進も

視野に入れた展開をめざしている。 

よって、事業の実施にあたっては、高度な専門性と幅広い知識およびノ

ウハウを持って、内容を工夫・充実させ、より効果の高いものとする必要

があることから、業務委託によるものとし、それに伴う契約の手法につい

ては価格の多寡ではなく、質の高い業務の遂行を図るうえで、北区の課題

に対する創造性、技術力等を適正に審査し、業務内容に適した業者の選定

を行う必要があることから、企画競争方式（公募型プロポーザル方式）に

より実施し、その結果、選定委員会により上記業者の企画提案内容がより

優れていると判断されたため。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所福祉課 一般福祉・子育て支援担当 (電話 06-6313-9857) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.２ 

 

随意契約理由書 

 

 

１．案件名称 

  子どもの居場所づくり支援事業（B パターン）業務委託 

 

２．契約の相手方 

なごみのうつわ運営協議会  

 

３．随意契約理由 

   本事業は、貧困の世代連鎖の解決及び不登校や引きこもりの子どもや

その親の課題認識のもと、「居場所」「学習支援」「食の提供」を業務内容

としており、生活支援・環境の整備をすることにより、地域福祉の推進も

視野に入れた展開をめざしている。 

よって、事業の実施にあたっては、高度な専門性と幅広い知識およびノ

ウハウを持って、内容を工夫・充実させ、より効果の高いものとする必要

があることから、業務委託によるものとし、それに伴う契約の手法につい

ては価格の多寡ではなく、質の高い業務の遂行を図るうえで、北区の課題

に対する創造性、技術力等を適正に審査し、業務内容に適した業者の選定

を行う必要があることから、企画競争方式（公募型プロポーザル方式）に

より実施し、その結果、選定委員会により上記業者の企画提案内容がより

優れていると判断されたため。 

 

４．根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５．担当部署 

    北区役所福祉課 一般福祉・子育て支援担当 (電話 06-6313-9857) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.３ 

 

随意契約理由書 

 

 

１．案件名称 

   住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業業務委託 

 

 

２．契約相手方 

   社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会  

 

 

３．随意契約理由 

本事業は、生活支援サービスのしくみ(まちとも事業)を継続しつつ、専門

人材の配置や新たなしくみ等を構築することによって、「複雑化・多様化・

深刻化」する福祉課題の解決や、地域包括ケアシステムを見据えた基盤づく

りと地域力を醸成し、真に住民が主体となる福祉コミュニティづくりを進め

ていくことをめざし、平成 27年度から実施している。 

支援困難事例等を地域福祉コーディネーターや関係機関、地域住民などと

協働して解決していく「つながり・支えあい・助け合う」しくみづくりのた

めに「きたねっと」として、コミュニティ・ソーシャル・ワーカー(以下「Ｃ

ＳＷ」という)を概ね中学校区に 1人(本事業３人＋※福祉局事業２人の計５

人)配置する。 

不登校やひきこもり等の児童や生徒を取り巻く、複合課題を抱える世帯の

増加に対応するために、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置する

とともに、未就学児を取り巻く課題に対する支援を行うためのプレスクール

ワーカー（プレＷ）を配置し、ＣＳＷと密に連携する体制を整える。 

地域福祉コーディネーターを小地域レベルで配置することで、各地域の生

活課題を早期に発見し、日常生活を通じた相談・支援が必要な住民に対し、

支援の担い手となる住民が地域の切れ目のない支援体制を構築していくこ

とにより、住民主体の福祉コミュニティづくりにつなげる。また、生活支援

サービスである「まちとも事業」を一層充実・強化していくために、引き続

き、住民が担う有償ボランティアの養成や研修を継続して実施する。 

このように、本事業は、地域を基盤にした支援の取り組みであるので、地

域資源の活用・協力がなければ実現できないものであり、区全体や地域の生



 

 

活・福祉課題を的確に把握し、行政と地域が連携し、地域とともに課題解決

に取り組みことができる中間支援機能を有するとともに、福祉分野における

専門的かつ高度な知識やノウハウが求められる。また、潜在的課題を抱える

支援困難ケースへの対応や地域の組織化に向けた積極的な支援が必要であ

り、かつ業務内容も多岐にわたっている。さらに、地域ネットワークを活か

した相談・支援、地域福祉活動のコーディネート、地域公共人材の育成など、

幅広い福祉分野の実績も求められる。 

以上のことから、本事業を実施するにあたっては、社会福祉法 109条第 2

項で「地域福祉の推進を目的とする団体」として準行政機関に位置づけられ、

地域課題解決のために地域住民や地域団体、社会福祉関係施設などの社会資

源とのネットワークを有し、これまで、その社会資源との連携・協働を行っ

てきた豊富な経験と実績をもつ唯一の団体であり、平成 26 年 3 月に北区役

所と「地域福祉活動の支援にかかる連携協定」を締結している、社会福祉法

人 大阪市北区社会福祉協議会に業務委託をする。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 

 

 

５ 担当部署 

北区役所福祉課 一般福祉・子育て支援担当 (電話 06-6313-9531) 

 

 

※福祉局事業（平成 27年 4月から継続実施） 

令和 3年 4月 1日付 福祉局が各区社会福祉協議会に随意契約 

「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.４ 

 

随意契約理由書 

 

 

１． 案件名称 

    令和３年度北区広報紙企画編集業務委託 

 

２． 契約の相手方 

   株式会社１４０Ｂ 

 

３． 随意契約理由 

        区役所広報紙の読者が北区に対する誇りや愛着を深めることができる

よう、見やすく洗練された技術力を備えたデザイン業者を公募型企画競

争方式（プロポーザル方式）により選定を行い、その結果、選定委員会に

より上記業者の企画提案内容がより優れていると判断されたため。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課広聴広報・企画調整担当（電話番号 06-6313-9474） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.５ 

 

 

随意契約理由書 

 

 

１． 案件名称 

  令和３年度北区夢を見つける体験事業（芸術鑑賞《さまざまな芸術の鑑

賞》）業務委託 

 

２． 契約の相手方 

  有限会社 人形劇団京芸 

 

３． 随意契約理由 

  子どもたちが自分の将来を主体的に進路選択するための指針となる、

夢や目標を持つために必要な地域資源を活かした質の良い多様な体験事

業や支援事業を学校教育環境支援として実施、社会的・職業的に自立し

た創造性の高い人材として必要な文化的教養や想像力の醸成を図ること

を目的とし、それぞれの学年に応じた文化芸術体験を実施する。芸術の

鑑賞・体験を行う上で、専門性と幅広い知識及びノウハウを持って内容

を工夫・充実させ、より効果の高いものとする必要があることから、業

務委託によるものとする。それに伴う契約の手法については、価格の多

寡ではなく質の高い業務の遂行を図るうえで、申出者の課題に対する専

門性や技術力等を適正に審査し、事業内容に適した業者の選定を行う必

要があることから、公募型企画競争方式（プロポーザル方式）により実

施し、その結果、選定会議により当該事業者が選定されたため。 

 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（教育連携担当）（電話番号 06-6313-9472） 

 

 

 



 

 

No.６ 

 

 

随意契約理由書 

 

 

１． 案件名称 

  令和３年度北区夢を見つける体験事業（芸術鑑賞《能・狂言》）業務委

託 

 

２． 契約の相手方 

  公益社団法人 能楽協会 

 

３． 随意契約理由 

  子どもたちが自分の将来を主体的に進路選択するための指針となる、

夢や目標を持つために必要な、地域資源を活かした質の良い多様な体験

事業や支援事業を学校教育環境支援として実施し、社会的・職業的に自

立した人材育成を図ることを目的とし、それぞれの学年に応じた文化芸

術体験を実施する。日本の代表的な伝統芸能のひとつである「能・狂

言」として、伝統芸能の鑑賞・体験を行う上で、専門性と幅広い知識及

びノウハウを持って内容を工夫・充実させ、より効果の高いものとする

必要があることから、業務委託によるものとする。それに伴う契約の手

法については、価格の多寡ではなく質の高い業務の遂行を図るうえで、

申出者の課題に対する専門性や技術力等を適正に審査し、事業内容に適

した業者の選定を行う必要があることから、公募型企画競争方式（プロ

ポーザル方式）により実施し、その結果、選定会議により当該事業者が

選定されたため。 

 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（教育連携担当）（電話番号 06-6313-9472） 

 

 

 



 

 

 

No.７ 

 

随意契約理由書 

 

 

１． 案件名称 

  令和３年度北区夢を見つける体験事業（芸術鑑賞《フルオーケストラコ

ンサート》）業務委託 

 

２． 契約の相手方 

  株式会社ザ・シンフォニーホール  

 

３． 随意契約理由 

本業務は区内市立小学校のおもに高学年児童を対象にフルオーケス

トラコンサートの鑑賞をさせるものである。北区には多くの文化芸術に

関する施設があり、地域の文化として親しめる環境にある。その中でも

日本初のクラシック音楽専用ホールが地域資源としてあり、区内小学校

児童を対象に、専用ホールでなければ体験できないフルオーケストラコ

ンサートを実施するものである。 

 事業者の選定については、本事業の目的としている地域とゆかりの

ある文化芸術への愛着や誇りを育むという観点から、地域資源を活用す

るものとする。 

 クラシック音楽専用ホールを使用することについては、フルオーケ

ストラコンサートを体験する際にその歴史や成り立ちを学び、最新の多

目的ホールでは見ることができない古典的な構造と、その音響効果を体

験するものとする。 

 また、学校から公共交通機関で集合できる施設であることを条件と

するため、北区内及び近隣のクラシック音楽専用ホールとしては、収容

人数 1,704 人のザ・シンフォニーホール（北区大淀南）と、収容人数 821

人のいずみホール（中央区城見）が挙げられる。 

今回対象となる北区内 11 小学校 2 学年の児童の合計人数（参考とし

て 5.6 年生の合計人数）は約 1,300 人であり、1 日 1 回公演となるため、

費用の面からも 1 日で 11 校が参加できる施設が必要となる。 

 また、本事業については、調整・企画には施設の特性を含めた交響

楽団との調整など高度な専門性が必要となるため、合理的で経済的な実



 

 

施ができる施設運営事業者と契約するものとする。 

 以上のことから、条件に合致する施設はザ・シンフォニーホールと

なり、当該施設の施設運営事業者は上記事業者となる。 

 このことから、地方自治法施行令第１６７条の２号第１項第２号に

該当するため、上記事業者に特名随意契約を行うものである。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（教育連携担当）（電話番号 06-6313-9472） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.８ 

 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

  新型コロナウイルスワクチン集団接種会場整理券交付等業務従事者派遣

（概算契約） 

２． 契約の相手方 

トッパン・フォームズ株式会社 関西事業部 

 

３． 随意契約理由 

    新型コロナウイルスワクチン接種集団接種会場（北区民センター・扇町

プール）の受入れ枠のさらなる拡大に伴い、接種スピードを向上させる必要

があり、会場スタッフの増員が急務となっている。 

スタッフの確保策としては、会計年度任用職員の雇用がまず考えられるが、

公募から面接・採用に至るまで、相当な時間を費やさなければならないこと

から、業務の目的を達成することができない。次に、民間事業者による人材

派遣が考えられるが、その事業者の選定にあたっては、公募から入札・契約

に至るまで、前述とほぼ同様の時間を費やす必要がある。 

そこで、現在当区で住民情報業務等委託を請け負っており、厚生労働省の

労働者派遣事業許可を受けているトッパン・フォームズ株式会社に、本業務

の受注可否を確認したところ、受注可能との返答があり、価格についても現

在健康局が実施している同様業務の人材派遣単価よりも著しく安価な見積

書の提出があった。 

よって、本業務の目的から緊急の必要により競争入札に付することができ

ないこと及び時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができ

る見込みがあり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号及び第 7 号

に該当すると認められるため、同社に随意契約を行うものである。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号及び 7 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（電話番号 06-6313-9547） 

 

 



 

 

No.９ 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

  北区デジタルマップ駐輪場情報等機能追加業務委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社１４０Ｂ 

 

３． 随意契約理由 

    本業務は、北区デジタルマップに駐輪場情報及び魅力スポット情報を追

加掲載するとともに、写真投稿機能を改善させるものであり、地図機能を

適切に維持し、安定かつ円滑な稼働環境を保持するためには、開発業者の

ノウハウがなければ、適切に業務を実施することができない。 

    よって、北区デジタルマップの開発業者である株式会社１４０Ｂに随

意契約するものである。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（電話番号 06-6313-9743） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.１０ 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

   北区魅力動画コンテスト 2021 開催業務委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社ジェイコムウエスト 

 

３． 随意契約理由 

本業務は、映像制作を通して北区の魅力を改めて考えること、また制作

された映像を見た人が新たな北区の魅力に気づくこと等を通して、地域

への愛着が醸成されることが期待できることから、昨年度に引き続き、北

区魅力動画コンテストを開催し、区民自らが北区の魅力映像を発信する

機運を一層広げ高めるとともに、制作・応募された映像を北区の共通資源

として活用することを目的としている。 

よって、事業の実施にあたっては、その目的を達成するために、受注者

のもつ映像の企画・制作に関する幅広い知識と経験、専門性を活用する必

要があることから、業務委託によるものとし、それに伴う契約の手法につ

いては価格の多寡ではなく、質の高い業務の遂行を図るうえで、業務内容

に適した業者の選定を行う必要があることから、公募型企画競争方式（プ

ロポーザル方式）により実施し、その結果、選定会議により当該事業者が

選定されたため。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課広聴広報・企画調整担当（電話番号 06-6313-9474） 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.１１ 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

   令和３年度マンションコミュニティ普及啓発業務委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社ジェイコムウエスト 

 

３． 随意契約理由 

本業務は、人口が急激に増加し、区世帯数の約９割を占めるようにな

っている北区において、地域とのつながりの希薄化が進んでおり、これ

まで住民同士で助け合う、生活基盤に重要な役割を果たしてきた地域コ

ミュニティにも大きな影響を与えているなか、「マンションにおけるコ

ミュニティの重要性」「人と人とのつながりの大切さ」の普及啓発を目

的としている。 

よって、事業の実施にあたり、専門性に幅広い知識およびノウハウを

もって事業内容を工夫・充実させ、より効果の高いものとする必要があ

ることから、業務委託とする。また、契約の手法については、北区の課

題に対して、創造性や技術力などを適正に審査し、質が高い業務内容を

遂行する業者の選定を行う必要があることから、価格の多寡で判断する

のではなく、公募型企画競争方式（プロポーザル方式）により実施し、

その結果、選定会議により当該事業者が選定されたため。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所地域課地域担当（電話番号 06-6313-9948） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.１２ 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

   画像データ収集用 Web サイト及びストレージ構築等業務委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社リプロス 

 

３． 随意契約理由 

本事業は、専門性と幅広い知識およびノウハウを持って内容を工夫・充

実させ、より効果の高いものとする必要があることから業務委託によるも

のとし、質の高い業務の遂行をめざすうえで、技術力、企画力等を適正に

審査し、本委託業務に適した業者の選定を行う必要があるため、公募型企

画競争方式（プロポーザル方式）により実施し、その結果、選定会議によ

り当該事業者が選定されたため。 

 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策地域課（電話番号 ０６－６３１３－９９４８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No.１３ 

 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

   北区デジタルマップ駐輪場満車空車システム等改修業務委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社１４０Ｂ 

 

３． 随意契約理由 

本業務は、北区デジタルマップに駐輪場満車空車情報をリアルタイム表 

示させるため、駐輪場運営事業者の満車空車システムと連携させるととも

に、北区デジタルマップシステムを改修し、地図及び表示機能を改修する

ものであり、地図機能を適切に維持し、安定かつ円滑な稼働環境を保持す

るためには、開発業者のノウハウがなければ、適切に業務を実施すること

ができない。 

    よって、本業務は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（性

質または目的が競争入札に適しないもの）に該当するため、開発業者であ

る株式会社１４０Ｂに随意契約するものである。 

 

４． 根拠法令 

    地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５． 担当部署 

    北区役所政策推進課（電話番号 ０６－６３１３－９７４３） 

 


